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令和 8 年度大阪府専門コース別研修 

就労支援コース 

募集要項 

本研修は、社会福祉法人大阪市障害者福祉・スポーツ協会が、大阪府からの

指定を受け、厚生労働省及びこども家庭庁の定めた「相談支援従事者研修事業

実施要綱」及び大阪府の定めた「大阪府相談支援従事者研修事業者実施要領」

に基づいて実施するものです。 

１．研修の目的 

地域の障がい者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要な保健、医

療、福祉、就労、教育などのサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技

術を習得することにより、相談支援に従事する人またはサービス管理責任者等

に従事する人の資質の向上を図ることを目的とします。なお、本研修の修了

は、相談支援専門員等・サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者とし

て従事するために必須ではありません。 

２．実施主体 

社会福祉法人 大阪市障害者福祉・スポーツ協会 

３．研修名 

大阪府専門コース別研修（就労支援コース） 

４．研修内容・日程（別紙カリキュラム参照） 

（１）講義（オンデマンド） 

受講期間：令和 8年 7月 8日（水）10時 ～ 7 月 15 日（水）17時 

期間内にオンラインで講義を受講していただき、その内容を踏まえて下記の

カリキュラムについてレポートを作成してください。 
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・就労系サービスにおけるサービス管理責任者と相談支援専門員の役割 

・就労支援のプロセスと就労系サービスの役割 

・就労支援におけるケアマネジメント 

形式や文字数の指定はありません。作成したレポートは印刷した状態で、  

7 月 16 日の受付時に提出してください。 

【提出日】 7月 16 日（木）受付時 

（２） 講義・演習（対面） 

 

実施日：令和 8年 7月 16 日（木）受付 9：30 開始 10：00 終了 18：30 

令和 8年 7月 17 日（金）受付 9：30 開始 10：00 終了 16：00 

会 場：大阪市立社会福祉センター （大阪市天王寺区東高津町 12－10） 

（３）研修時間 

 講義：約 3.5 時間  

 演習：約 10.5 時間（2日間）  

５．受講対象者 

以下のいずれかに該当する方 

1. 指定相談支援事業所等において、過去 5年間に 2年以上の相談支援実務

経験がある者、または現に従事している者  

2. 指定障がい福祉サービス事業所等において、サービス管理責任者として

従事している者、または従事予定で、サービス管理責任者基礎研修受講

要件の実務経験を有する者  

3. 障がい児入所施設等において、児童発達支援管理責任者として従事して

いる者、または従事予定で、児童発達支援管理責任者基礎研修受講要件

の実務経験を有する者  

６．定員 

定員 60名 
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７．受講料 

15,000 円（税込） 

８．支払方法 

 受講決定通知書を受けとられたら、指定期日までに指定口座へお振込み

ください。 

 領収書は発行しません。（振込控えをもって代替とします）  

９．申込方法 

①Google フォームによる申し込み（推奨） 

以下の Google フォームに必要事項を入力の上、お申込みください。 

https://forms.gle/Qsq2spvR3NbTcyZJA 

②郵送による申し込み（google フォームからの申し込みができない方） 

大阪市職業リハビリテーションセンターのホームページからダウンロードした

申込書に必要事項を記入のうえ郵送にてお申し込みください。 

※本研修は定員を設けております。申込者数が定員を超えた場合は、受講いた

だけない場合があります。あらかじめご了承ください。 

１０．申込期間 

令和 8年 6月 1日～6 月 15 日 

Google フォームからのお申込みは 6 月 15 日までに入力手続きが完了している

こと、郵送の場合は当日までに必着となります。 

１１．受講決定 

 申込内容を審査のうえ受講者を決定します  

 申込者数が定員を超えた場合は大阪府と協議し、受講者を決定します。

（先着順での受講決定ではありません。） 
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 結果は令和 8年 6月 23 日（火）頃、申込書にご記載の住所あてに受講

決定に関する通知を送付します。なお、受講が決定された方には受講費

用の振込先及び振込期日を通知します。 

１２．修了要件 

以下の条件を満たした場合に修了証書を交付します 

 全科目を受講していること  

※以下の場合は修了と認められません 

 10 分以上の遅刻・早退  

 受講態度が著しく不良  

 申込内容に虚偽があった場合  

１３．補講について 

やむを得ない事情による遅刻・早退があった場合は、大阪府と協議します。 

１４．個人情報の取扱い 

 申込情報および修了者名簿は厳重に管理し、研修以外の目的では使用し

ません。 

 修了者情報は大阪府へ提出されます。 

１５．問い合わせ先 

〒547-0026 

大阪市平野区喜連西 6丁目 2番 55 号 

社会福祉法人 大阪市障害者福祉・スポーツ協会 

（研修事務局）大阪市職業リハビリテーションセンター（担当：安蔵
やすくら

） 

TEL：06-6704-7201 FAX：06-6704-7274 
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